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千1J

国道45線わきに、高規格幹線道路・ 三陸縦貫自動車道が計画され、当町鹿又の北

上川に架かる天王橋附近も、その路線の一部となった。そして、その計画路線のな

かに遺跡 “御塩蔵場跡"も 含まれることとな り、事前に遺跡調査の必要性が生 じた

のである。

鹿又の御塩蔵は延宝 2年 (1673)、 水運の発達 してきた北上川のほとりに建てら

れ、桃生郡はもとより、本吉郡、気仙郡、牡鹿郡の 4郡より産塩を収納 したと云 う

(鹿又村風土記 )。 いつ頃まで使用され、御用済みとな り、蔵がなくなったのは何

時のことかははっきりしないが、御塩蔵守 (御升取 りという役目もあ り、蔵守はそ

の上役)をつとめていた、斎藤家10代伝兵衛は、元治元年 (1864)年没であるので

(斎藤家文書)藩政中はずっと存在 し、その役割を果していたと思われる。

道路建設計画者である建設省東北地方建設局と協議の上、平成 2年H月 、当町教

委の調査専門職員の手により調査が開始された。しかし、 3週間程の調査の結果、

遺構としては礎石とおもわれるものや、基壇状の遺構等、小数が発見されたにとど

まった。その後調査区を埋めもどして調査は完了となった。

さきに国道45号線の新設時、遺跡の有無も不朔確であ り、徹底した調査もしない

儘建設された経緯があるが、その際、建物跡等に関係する資料が散見したと伝わっ

ている。恐らくその辺 (現路線下)カミ、実際の御塩蔵場跡であったのであろうか。

今となっては、これ以上の遺跡調査は困難であると云わざるを得ない。

この報告書は、そのような経過と結果を踏まえた報告書である。従って、求めら

れる内容には、冨よいかねる面が多いと思われる。御寛恕をお願いしたい。

調査に御協力頂いた関係のみなさんに、謝意を表 しつつ序とする次第である。

平成 3年 3月

辞の発

河南町教育委員会 教育長 浅 野 鐵 雄



例

1.本書は、東北地方建設局仙台工事事務所が担当する高規格幹線道路 (矢本 石巻道路)建設に伴う発掘調査

報告書である。

2.調査は、次の要領で実施した。

〔遺跡名〕御塩蔵場跡

〔所在地〕宮城県桃生郡河南町鹿又字石合

〔調査対象面積〕4,261留

〔調査面積〕611♂

〔調査期間〕平成 2年■月14日 ～平成 2年 12月 6日

〔調査主体〕河南町教育委員会

〔調査員〕河南町教育委員会社会教育課 主事 中野裕平

同       主事 佐藤敏幸

3.調査指導 :宮城県教育庁文化財保護課

4.発掘調査と報告書作成にあた り、次の方々から指導、協力をいただいた。

宮城県教育庁文化財保護課 :白鳥良一

石 巻 文 化 セ ン タ ー :庄司恵一

地    権    者 :阿部政昭、角張兵一郎、佐藤新治、高橋春梅、樋口孝一、樋口忠博

5.調査参加者 :相沢 林、角張光子、樋口孝一、前沢蔦 久子

6 土層の色調表記については『新版標準土色帖』 7版 (小 山・竹原 119871、 日本色研事業株式会社)に準拠

し、土性区分は国際土壌学会法の基準を参考にした。

7.調査によって得られた資料は、全て、河南町教育委員会で保管している。

8.本書の執筆、編集は、河南町教育委員会 主事 佐藤敏幸がおこなった。

9.本書の付編として、次の報告を収録した。

「御塩蔵守斎藤家文書について」 :石巻文化センター学芸員 庄司恵一

一三
百一
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I.遺跡の位置 と地理的・歴史的環境

1:遺跡の位置と地理的環境

宮城県の北東部に位置する桃生郡は、牡鹿半島を囲むように、】ヒと南で太平洋に接 している。

河南町はその桃生郡の中央部に所在する。面積69.33� 、人口18,412人 の町で、石巻市の北西

に隣接 している。旧北上川は町の】ヒ部で江合川と合流 して石巻湾へ注いでお り、この両河川が、

町の北部、東部を区画している。大きくみて、町の西側は丘陵地、東側は三角洲性低地となっ

ている(経済企画庁総合開発局 :1972.3)。 西側の丘陵地は箆岳丘陵から続いて南に延びる旭山

丘陵で、東側の三角洲性低地は石巻海岸平野と呼ばれる沖積地である。この沖積地を通称須江

丘陵と呼ばれる小起伏丘陵が、東西に三分 している。

御塩蔵場跡はこの沖積地に所在 し、旧北上川が強 く湾曲する河南町鹿又字石合地内に位置し

てお り、河川に隣接 している。標高1.Om～ 2.8mで現況は畑地、宅地となっている。南側には

標高0。 9m前後の水田が広がっている。遺跡の北側を流れる旧北上川は、古 くから舟運が発達

した河川であるが、現在は

ほ とん ど利用 されていな

い。遺跡周辺は、一般国道

45号線が通ることから、序

々に宅地化が進んでいる地

域でもある。

第 1図 河南町位置図

2.遺跡の歴史的環境

河南町には、旭山丘陵や須江丘陵などの丘陵地を中心に、多数の遺跡が分布 している。各種

の調査成果を基に、これらの遺跡について時代別に概観 してみたい。

旧石器時代の遺跡は、現在のところ町内では発見されていないため、当町におけるこの時代

の様相は不明である。
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I-2 遺跡の歴史的環境

縄文時代の遺跡は19ヶ 所確認されている。このうち、型式名のわかる縄文土器を出上 してい

るのは 7遺跡である。桑柄貝塚はカキを主体とした鍼水産貝塚であ り、前期 (上川名正式)の遺

物を包合する。関ノ入遺跡では、前期 (大木 2式 )、 中期 (大木 8a式 )、 後期の遺物が出上 してい
註1

る。朝日貝塚はヤマ トツジミを主体とした汽水産貝塚であり、中期(大木 7b、 8a、 8b式 )

の遺物を包含する(藤沼・小井川ほか :1989.3)。 須江糠塚遺跡からは中期(大木 9式 )の遺物が

出上している(高橋・阿部 :1987.3)。 宝ヶ峯遺跡は縄文時代後期の上器型式「宝ヶ峯式」の標式

遺跡として、学史的にも有名である (松本彦七郎 :1919.5、 1919.9、 伊東信雄 :1957.3)。 ここ

では後期(南境式、宝ヶ峯式、金剛寺式)、 晩期 (大洞 B、 BC、 Cl式 )の遺物が出土している。
註 1

俵庭遺跡、代官山遺跡からは後期 (南境式)の遺物が採集されている。その他に前山遺跡、小崎

遺跡、長者平遺跡等があ り、その多 くは、丘陵地とその麓部で平坦地と接する縁辺部に立地 し

ている。現在のところ当時代の遺跡の内容は不明な点が多いが、今後、調査が進むと遺跡の数

も増加 し、その具体的内容も把握されるものと考えられる。

弥生時代の遺跡は 2ヶ 所確認されている。本鹿又遺跡では旧北上川の河床から中期 (大泉式)

の遺物が出土 している。俵庭遺跡からは、土器は出上 していないが、アメリカ式石鏃が採集さ

れている。

古墳時代の遺跡は 5ヶ 所確認されている。須江糠塚遺跡で1ま 前期 (塩釜式期)の住居跡が 7軒

検出されている。いずれも方形を基調とするもので、丘陵の尾根上平坦面に立地 している。新

田A遺跡からは前期 (塩釜式)の土器が採集されている。後期では代官山横穴古墳群の存在が確

認されている。その他に古墳時代の遺跡として高森山遺跡、矢返遺跡がある。以上のように、

本町内でも古墳時代前期の集落が検出されていることから、現在のところ未だ発見されていな

いが、周辺に高塚古墳の存在が予想される。また、この時期の生業は主として水田経営にあっ

たと思われるが、須江糠塚遺跡第 4、 第 5住居跡から土鍾が多数出土してしていることから、

周辺の河川・湖沼での魚漁や採集も生産活動を補完 していたと考えられる。

奈良・平安時代になると、遺跡数が増加し、現在のところ22ヶ 所確認されている。昭和62年

度から継続 して発掘調査が行われている関ノ入遺跡では、奈良時代前半と平安時代前半の竪穴

住居跡37軒 (国分寺下層式期 7軒、表杉ノ入式期20軒、不明10軒 )、 9世紀前半から10世紀前半

にかけての窯跡 17基が検出されている(中野・佐藤 :1990.3)。 また、昭和61年度に調査された

須江糠塚遺跡からは奈良時代後半から平安時代初期にかけての住居跡 9軒、 9世紀後半から10

世紀前半にかけての窯跡 6基が検出されている。関ノ入遺跡 と須江糠塚遺跡の中間に位置する

須江瓦山窯跡には、奈良時代の瓦と奈良時代から平安時代にかけての須恵器を生産 した窯跡群

がある。生産された瓦は牡鹿郡衛、あるいは牡鹿柵跡と推定される矢本町赤井遺跡に供給され

ている(三宅・進藤・茂木 :19873)。 以上のように、須江丘陵は奈良・平安時代の追跡が多く、



I-2 遺跡の歴史的環境

特に、瓦や須恵器生産に関しては丘陵全体を窯跡群 としてとらえることが可能であろう。更に

その内容から、須江窯跡群は古代牡鹿郡との密接な関係を認めることができる。今後調査が進

めば、具体的内容も明らかになるものと考えられる。

中世以降になると、旭山や須江の丘陵上など14ヶ 所に城館が築造されている。長者館跡 (長

者平遺跡)は金売吉次の仮屋敷跡 (藩政期には小島嘉右衛門の除屋敷跡とも言われる)の言い伝

えがある。糠塚館跡 (須江糠塚遺跡)は、古代の「中山柵跡」に擬定されたこともあ り(鈴木省三

:1924.12、 清水東四郎 :1924.12)、 「仙台領内古城書上」によれば、東西20間、南北16間の規模

で、館主は須藤勘解由左衛門であるとされている(仙台叢書 :1971)。 塩野田城跡は東西21間、

南北27間、館主は須藤勘解由左衛門 (一説には矢代斎二郎)と 伝えられている。夷田館跡は葛西

家家臣夷田氏の居館と伝えられている。多 くの館跡は年代、館主共に不明である。また、鹿又

配 退 跡 名 種  別 時 代 No 返 跡 名 種 別 時 代

ユ 須江糠嫁遺跡 集落跡
窯 跡

縄文 、古墳 、奈
良、平安 、 中世 太 田 沢 遺 跡 包含地 縄文、古代

2 須江瓦 山窯跡 窯 跡 奈良、平安 前 山 遺 跡 包含地 縄文、奈良、平安

池 袋 囲 遺 跡 包含地 黒 沢 A遺 跡 包含地 縄文、古代

広 渕 沼 遺 跡 包含地 黒 沢 B遺 跡 包含地 縄文、古代

5 宝 ケ 峯 遺 跡 包含地 縄文 (中～晩 ) 箱清水 A遺跡 包含地 縄文 (後 )、 古代

6 朝 日 貝 塚 貝  塚 縄 文 (中 ) 箱清水 B遺跡 包含地 縄文、古代

7 本 鹿 又 遺 跡 包含地 弥生 箱清水寺脇遺跡 包含地 縄文

桑 柄 貝 嫁 貝 塚 縄文 (前 ) Jヽ 友 遺 跡 包含地 古代

9 催写箸田圏威謬 城 館 中世 高 森 山 遺 跡 包含地 古墳、古代

宿 屋 敷 跡 城 館 中世 大 沢 A遺 跡 包含地 縄文、古代

要 害 館 跡
(館  山  館 )

城  館 中世 大 沢 B遺 跡 包含地 縄文

武 田 館 跡
(武 日 屋 敷 )

城 館 中世、近世 大 沢 C遺 跡 包含地 縄文

柏 木 館 跡 城 館 夷 田 館 跡 城 館 近世

小 崎 館 跡 城 館 近世 代 官 山 遺 跡
跡
跡

落集
窯 縄文、奈良、平安

草 田 館 跡 城 館 中世 桑 柄 遺 跡 包含地 古代

喜 多 村 館 跡
(高 地 谷 館 )

城 館 中世 新 田 A遺 跡 包含地 古代

木 村 館 跡 城 館 中世 新 田 B遺 跡 包合地 古代

務庄立館謬 城 館 中世 代官山横穴古墳群 横  穴
古 墳 古墳、古代

駒 場 館 跡 城  館 矢 返 遺 跡 包含地 古墳、古代

俵 庭 遺 跡 包含地 録な考無)ヽ
奈 良 山 遺 跡 窯 跡 古代、江戸

長 者 館 跡
(長 者 平 遺 跡 )

包合地
城 館

縄 文 、奈 良、平
安 、 中世

青 木 館 跡
(】レト    ε汝全    /輩雪)

城 館 中世

関 ノ 入 遺 跡 集落跡
窯 跡

縄文 (前 中 後 )

奈 良、平安 、中世 御 塩 蔵 場 跡 蔵 跡 近世

卜 崎 遺 跡 包含地 縄文、奈良、平安

第 1表 遺跡地名表



ことが可能であろう。更に

とができる。今後調査が進

垂されている。長者館跡 (長

t跡 とも言われる)の言い伝

|れたこともあり(鈴木省三

東西20間、南北16間の規模

。塩野田城跡は東西21間、

れている。夷田館跡は葛西

に不明である。また、鹿又
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包合地 縄文、古代

包含地 縄文、奈良、平安

包含地 縄文、古代

包含地 縄文、古代

包含地 縄文 (後 )、 古代

包合地 縄文、古代

包含地 縄文

包含地 古代

包合地 古墳、古代

包含地 縄文、古代

包含地 縄文

包含地 縄文

城 館 近世

跡
跡

落集
窯 縄文、奈良、平安

包合地 古代

包含地 古代

包含地 古代

横  穴
古 墳 古墳、古代

包合地 古墳、古代

窯 跡 古代、江戸

城 館 中世

蔵 跡 近世

I-2 遺跡の歴史的環境

第 2図 河南町の遺跡

(国土地理院 1:25,000を 複製)
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調査に至る経過
調査の方法と基本層序

地区、須江地区を中心 として、町内には、現在のところ85基の板碑が確認されている。紀年銘

の判別できるものの中で最古は弘安元年 (1278年 )、 最新は文明10年 (1478年 )の ものである(佐

藤雄―■986.11)。

江戸時代になると、旧】ヒ上川や江合川の改修工事や大規模な新田開発が行われている。また、

旧北上川を利用 しての舟運も盛んにな り、本鹿又には御塩蔵が設けられ、桃生、牡鹿、本吉、

気仙の四郡から運送された塩を納庫 したとされている(「風土記御用書上」)。 この時代の遺跡 と

して、一里塚跡、陶器を生産 したと考えられる奈良山遺跡などがある。

註1.採取された遺物の一部は、町教育委員会が保管している。

工 . 査 経 過

1.調査に至る経過

道路高速交通網を整備 して地方と首都圏を結び、東北地方の経済効果をより発展させること

が望まれている。建設省東北地方建設局は、そのひとつとして、宮城県仙台市から官古市を結

が、全長220血におよぶ三陸縦貫自動車道の整備計画を策定 した。この三陸縦貫自動車道の計

画路線上に、選町の周知の遺跡である御塩蔵場跡の一部が含まれていた。

御塩蔵場跡は、「安永風土記御用書上」によれば、延宝二年に設置され、桃生、牡鹿、本吉、

気仙の四郡より運送された塩を納めた御塩蔵場であったと伝えられている。敷地内には御蔵場

壱 ヶ所・塩蔵八 ッが建てられていた。塩蔵の規模は「東向 長二十二間・幅弐間半、東向 長

二十五間・幅二間半、南向 長十七間・幅二間半、南向 長十二間・幅二間半、西向 長十三

間 ,幅二間半、西向 長二十五間・幅二間半、】ヒ向 長人間・幅二間半、御塩蔵西向 長四間

・幅二間」と記されている。

事業計画に伴い、事業主体である建設省東北地方建設局と県教育庁文化財保護課、河南町教

育委員会で腸議を行った。その結果、遺跡の具体的な内容が不明であるため、遺構の有無やそ

の保存状況を把握することを目的に試堀調査を行い、その成果をかまえて、再度、事業計画と

文化財保護について検討することを決め、調査に向けての活動を進めた。調査は、建設省東北

地方建設局仙台工事事務所の委託を受け、河南町教育委員会が担当した。

2.調査の方法 と基本層序

今回の発掘調査は、当初、遺構の有無および遺構の保存状況を確認することを目的として行

われた。発掘調査に先立って行った踏査によって、不正方形をした基段状の高まりが確認され

たため、周囲を含めた4,2614rを 借地した。基壇状の上部平坦面と上端から下端にかけて、数



I-2 調査の方法と基本層序

地点に トレンチを設定した。調査は平成 2年H月 14日 から開始し、重機と人力で進め、12月 6

日までに遺構の各種実測図、写真等の記録化を全て完了し、終了することができた。

本遺跡の基本層序は、次のとおりである。

I層 :褐色(7.5YR43)粘土質シル ト層で、層厚10clll～ 30ctll、 軟らかく、やや粘性がある。

本遺跡の表土である。畑の耕作によって、撹乱されている。遺物は含まない。

Ⅱ層 :灰責褐色 (10YR 5 2)ン ル ト質砂層で、 2 clll～200clllの 厚さで堆積している。河川の堆

＼F｀織

O m｀ 御 ガ
“

料

υm

第 3図 調査区と周辺の地形



Ⅲ-1 基壇状遺構

積土である。層中には粘土がブロック状に含まれてる。遺物は出土していない。

Ⅲ層 :灰褐色 (7.5YR42)粘土層である。硬 く、やや粘性のある層で、上面は酸化鉄によっ

て赤茶けている。本遺跡の生活面と考えられる。

Ⅲ.検出された遺構

トレンチによる発掘調査の結果、基壇状遺構 1、 建物跡礎石 1、 焼面遺構 とが検出された。

しかし、基壇状遺構の整地面は、当初予想 した面積よりもはるかに狭 く、風土記に記されてい

る塩蔵が建ち並ぶスベースは想定できない。また、旧北上川の氾濫や畑の耕作によって削平を

受け、遺跡の保存状況は極めて悪いことがわかった。

1.基 壇 状 遺 構

基壇状遺構は、調査区の中央やや西寄 りに検出された。規模は南北約14m、 東西約28mの隅

丸長方形を呈するものと考えられる。上面はほぼ平坦で、硬い。構造は灰褐色の粘土を積み上

げたもので、上端から下端にかけての傾斜はだらだらしている(第 7図 )。 上端と下端の比高差

は lm前後である。

出土遺物は無く、構築時期は不明である。

第 4図 遺構配置図



Ⅲ-2 建物跡礎石
Ⅲ-3 焼面遺構

2.建 物 跡 礎 石

建物跡礎石 (第 5図 )は、基壇状遺構上面から検出された。しかし、保存状況は極めて悪く、

礎石が 1つ と根石のみが残存するもの 1つが発見されたにすぎない。両者の間尺は1.83mで あ

る。

礎石は、50clll× 40clll、 厚さ10ctll程 の大きさの粘板岩である。下部構造は、長軸48clll× 単軸33

clll、 深さ 8 cIIlの 精円形の掘 り方に径10cm前後の粘板岩を敷き詰めて根石としている。根石のみ

が残存するものも同様の構造・規模である。

出土遺物も無い。建物跡の規模および時期ともに不明である。

焼 面 遺 構

焼面は、基壇状遺構上面から検出された。平面形は、南北2.84m、 東西2.40mの 不整精円形

を塁している。その状況から強い火熱を受けたものと考えられる。

遺構に伴 う遺物は無 く、時期は不明である。
３４
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第 6図 焼 面 遺 構
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第 7図 基壇状遺構

土    色 上  牲 備     考

灰褐7 5YR% 粘  土 上面に酸化鉄を多量に含む。

灰褐7 5YR3/2 粘  土 少量の砂を含む。

黄褐10Y R% 砂質粘土

4 灰褐7 5YR●/2 粘  土 少量の砂を含む。

灰樹75YR% 砂質粘土

6 灰黄褐ЮYR5/2 砂



Ⅳ―ま と め

1.検出された遺構について

今回の発掘調査によって検出された遺構は、版築基壇 ?、 建物跡礎石、焼面のみである。当

初、約2,000urの 面積をもつ基壇 と考えたが、その半分以上は河川によって集積された堆積土

(砂 )であることがわかった。基壇上面の面積は約4004rと 推定される。この基壇上に風上記に

記された 8棟の建物 (本書 p.6)が建ち並ぶとは考えられない。また、周囲に広がる低地の標

高は1.4m前後で、水田耕作に苦労するほどの泥地であったと言われていることから、建物の

存在は考え難いと思われる。

基壇上面から検出された礎石は、その下部構造からも建物跡に伴 うものと考えられる。 しか

し、保存状況は極めて悪 く、礎石およびその痕跡は 2つ しか発見されていないことから、建物

の規模も不明である。

焼面の遺講も、基壇や礎石と同時期のものと思われるが、詳細は不明である。

上記の遺構は、風土記に記されている「御塩蔵」に関係する可能性が強いが、出土遺物も伴

わないことから、正確な所属時期も不明と言わざるをえない。

2.御塩蔵場跡の範囲について

今回の調査は、遺跡の範囲確定を目的とした調査ではないため調査の成果から結論づけるこ

とはできないが、今後の本遺跡保存のため、その範囲について考千の検討を加えたい。

今回の調査範囲は、「おしぐら(御塩蔵)」 と言う屋号で呼ばれる地で、基壇状の微高地であっ

たことから遺跡の主要部であろうと考えられた。しかし、調査区内で検出された基壇上には 8

棟の建物が立つスペースは無く、周囲の低地にもその存在は考え難い。本遺跡の主要部は、今

回の調査範囲の周辺にあることが予想される。

地元に住む古老の話では、かつては今回の調査範囲の東側にも微高地が広がっており、現在

の八雲神社の裏には、船着場あったという。また、現国道45号線の工事時には瓦が採集された

という話などから、本遺跡の範囲は、今回の調査区を含む、国道45号線の東西に広がるものと

考えられ、広範囲に捉えておくことが必要であろう。

めとまⅣ
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御塩蔵守斎藤家文書について

石巻文化 センター 学芸員 庄 司 恵 一

1.斎藤家 について

河南町本鹿又の斎藤家 (現婆主・安司氏)は、近世中期以降、代々鹿又御塩蔵の御升取とな

り、後には御塩蔵守を勤めた家である。明治14年 8月 には、明治天皇の東北・北海道巡幸の際、

有栖川官の休息所となり、御茶代の名日で金 5円を下賜された。この時に掲出された、「有栖

川宮御小休」の木札が同家に残されている。安司氏の姉である林哲子氏 (石巻市在住)の話に

よれば、230点にのぼる古文書類は、有栖川官が休息を取った座敷の小会 (地袋)内に蔵され
(1)

ていたということである。

斎藤家の先祖斎藤左近は、嘉永元年 (1848)に まとめられた系図によると「 (鹿又村)草創

拾九軒為数」とあり、文禄元年 (1592)に 拓かれた鹿又村の開発を行った家のひとつであるこ
(2)

とが知られる。開発主立であった高橋美濃は旧葛西氏の家臣で、一族・縁者と共に鹿又に移 り

住んだと言われることから、斎藤左近も同様であったと思われ、系図に範保・ 範英等と記され

ていることに僅かにその痕跡が見られる。
(3)

表 1は、「代数有之御百姓書出」 (以下「代数書出」という。)と系図を浦照したものである。

ただし、系図は現当主・安司氏まで書き継がれているので、全代数を示 した。また、生没年は

一部を除き系図の記載に従った。これで見ると、 2代日以降「代数書出」との間に代数のずれ

が生 じているが、これは 3代佐治兵衛が幼年にして父左次右衛門を失い祖父左近に養育され家

跡を継いだことから、安永風土記には佐治兵衛を以て 2代と書き上げたため、と系図に記され

ている。

斎藤家が鹿又御塩蔵の御升取を仰せ渡されたのは、宝永元年 (1704)5代伝兵衛が最初であ
(4)

り、10代伝兵衛まで歴代御升取を勤め、 8代伝兵衛・ 9代佐治右衛門・10代伝兵衛は御升取を

経て御塩蔵守となっている。斎藤家歴代の内、 6代源右衛門 (宝暦 8年、正治右衛門と改名)

は、資料で知 り得る限 り鹿又御塩蔵に最も長 く勤仕 して消 り、享保11年 (1726)に 御升取見習

となってから明和 3年 (1766)ま で41ヵ 年勤仕 した功績により、同年深谷代官所で「御書付を

以御誉被成下」た。また、9代佐治右衛門が御蔵守を勤めていた時、鹿又の領主瀬上小膳から、

加増分を合せて田代530文を持高として下 し置かれている。

なお、鹿又御塩蔵に置かれた御塩蔵守 (1人)及び御升取 (2人)には、当初御役料抱地 と

して田代500文が下されてお り、一時屋敷地を与えられるなどしたが、数度の改正を経て寛延

2年 (1749)か ら御役料抱地田代 1貫92文・御合力金 7切に固定されたようである。
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2.斎藤家文書 の概要

上記のように、鹿又御塩蔵と密接な関係にあった斎藤家の古文書中には、点数こそ多くはな

いが豊富な内容の史料が含まれている。以下、斎藤家文書のうち主要なものについて見ていく

こととする。

まず、職務に関するものの中で最も注目されるのが、「御塩方御用事記」である。これは、

文化 8年 (18■ )9代佐治右衛門によってまとめられた、御升取の実務を中心とする塩関係記

事の集成で、記載年代は元禄16年 (1703)か ら文化 6年 (1809)ま での約100年間にわたって

いる。竪小帳ではあるが非常に興味深い記事が多く、鹿又御塩蔵のみならず仙台藩における塩

業行政一般の動向を知る上でも貴重なものである。「御塩方御用事記」と共に貴重なものに、「御

塩蔵御普請ケ所書上抽」 (寛政12年～文化 4年)力 あ`る。これは、御塩蔵守から提出された普

請願書の控えで、御塩蔵の破損・朽損等の状況からその構造をうかがい知ることのできるもの

である。作成者は当時の御塩蔵守高橋源兵衛で、御塩蔵守交替の時に引き継がれた文書として

は、現存する唯―の史料である。

御用留の類はほとんど残されておらず、僅かに弘化 2年 (1845)の 「諸御用抽留」があるだ

けである。また、刺塩 (荷役等の時、検査に使用された塩)を下役中等へ無償で下げ渡した時

の記録である「見拾塩被下通帳」(安政 2年～ 6年 )、「鹿又御蔵な見捨塩被下通帳」(安政 4年 )

がある。鹿又御塩蔵では米穀も扱ってお り、これに関連した史料として、「素米御袴直二付御

蔵出弄日々出表調抽牒」(文政 5年 10月 )、「於深谷鹿又御蔵御袴米運送御雇舟御運賃金相渡通

帳」 (文政 6年 5月 )、 「深谷鹿又御蔵江御買穀御蔵入罷成侯二付右御修覆御手入方諸色買方帳」

(天保13年)がある。この他に、御塩蔵守の任免に関する史料も、文化11年以降のものが 5点

ほど残されている。

次に、私的なものとして「万永留」 (正徳 2年～明和 9年)及び「日記書留」 (仮題、天男元

年～寛政 4年)の 2冊の日記が残されていることは、注目に価しよう。記事の内容は、米・麦

,大豆等の相場、風水害・飢饉等の災害、村内の出来事、それに公務の覚等で、いずれも詳細

に記されており、当時の状況を知る上で好個の史料である。殊に前者は、「御塩方御用事記」

集録の際の原典の一つであったと考えられるが、「御塩方御用事記」に採録されなかった記事

をも含んでいることから、補間史料としても重要である。

仙台藩関係では、軍役を勤める時の服装等を規定した絵入 りの「御軍用秘記」、歴代藩主の

事蹟を記した「御家系記」、法令の写しである「御転法書写」、隼貢・諸役等租税の規定を記し

た「教法記事」等がある。

明治以降のものでは、明治初期北上川の鮭漁に関する数少ない記録である「万鮭取数覚帳」

(明治 5年)や、斎藤家13代甚平が鹿又村会議員をしていたことから、大正から昭和にかけて
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の議案多数が残されている。以上の他に、写本・版本類が相当数あ り、それらを合めた斎藤家

文書の総点数は230点余となっている。

3.鹿又御塩蔵について

鹿又御塩蔵については、これまで『卦内風上記』及び「風上記御用書出」の記載から、塩蔵

は 1棟であったとの記述がなされてきた。 しかし、斎諜家文書「御塩方御用事記」によれば、

御塩蔵 7棟・御廻蔵 1棟があったことがわかる。塩蔵は延宝 2隼 (1673)、 御廻蔵は正徳 3年

(1713)に 建てられたものであ り、塩蔵には壱番から拾番まで番号が付されていた。

〈   御塩蔵間数

一、壱 番   長人間

一、弐 番 長弐拾弐間

南弐香  拾壱間
内

北弐番  拾壱間

一、二 番  長拾三間  横弐間半

一、四 番  長拾三間  横弐間半

一、五 番   拾三間   弐間半

一、六 番   拾弐間   弐間半

一、七 番   拾三間   弐間半

一、八 番   拾弐間   弐間半

一、九 番   九 間   弐間半

一、拾 番   七 間   弐間半

右五番オ拾番迄御蔵三ツ・戸前六ケ所、都合御蔵数七ツ・戸前拾壱所、右間数百弐拾壱軒 t

一、御廻蔵   長四間   横弐間

右正徳三年二建、       〉

これで見るように、五番から拾番蔵までは実質 3棟で出入口が 6ヵ 所あった、棟割 り長屋の

ような蔵であった。 したがって、塩蔵の数は 7棟であ り、「風土記御用書出」に記載された各

蔵の間数とほとんど一致する。御廻蔵の機能については明確な史料がないが、俵仕袴えや計 り

立て等の作業用のものであろうと思われる。上記 7棟の塩蔵には、桃生・牡鹿・本吉・気仙 4

郡の素水製塩法による産塩及び宇多・亘理両郡の産塩 (御繰塩 と称 した)を収納 した。

御塩蔵の詳細については、「御塩蔵御普請ケ所書上抽」によって知ることができる。

まず、塩蔵の敷地の周囲には長さ160間 の柴垣がめぐらされ、敷地内の一部に長さ80間・幅

1間の御用心水溜堀が掘られていた。また、

く右御蔵 (中略)四方通 り渋気除不被成下候二付大風雨之翻壁土被打落 御塩渋気相通 り侯〉

横弐間半

横弐間半
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とあ り、塩蔵は外壁を芦賓で覆われた土蔵作 りであったと考えられる。塩蔵の内部に関しては、

〈御蔵内地形土数ケ年御取替不被成侯二付至而堅ク罷成御塩俵な相出候にか り土中江引取不申

に付 (中略)前 々之通地形深サ五寸土御取除新土御入替御普請被成下度〉

と苦汁で堅 くなった上の入替えをたびたび願い出ている。これは、当時の塩が現在の結製塩と

異な り、苦汁分をかな り含んだものであったことから、在庫の間にしみだした苦汁を土間に吸

収させていたらしい。 しかし、苦汁によって土間が堅められると、土間の表面に溜まった苦汁

が塩俵に影響を及ぼすため、塩蔵では上の入替えを頻繁に行 う必要があったのである。

なお、塩蔵には 5間半に 3間の御会所が併設されていた。総 じて鹿又御塩蔵は、用途による

相違はあるものの、牡鹿湊等に置かれた米蔵と外観上はほぼ同じであったことが言えるであろ

う。

4. お わ りに

以上、斎藤家文書と鹿又御塩蔵について概観 して来たが、説明不足の点が多々あることは、

私の力不足によるものである。なお、「御塩方御用事記」には、安永から天明にかけての移入

塩の書上げが記されている。紙数の関係上詳細は省 くが、数量のみ表 2に まとめておいたので、

参考とされたい。

斎藤家文書については、去る昭和58年に旧蔵者・故斎藤清氏の御厚意によって拝見させてい

ただき、その後は林家に所蔵され、私の主宰する石巻古文書の会で整理・解読を進めている。

今回、このような形で紹介できたことは、私個人ばか りでなく、石巻古文書の会にとっても喜

ばしいことである。

最後に史料を快 く見せていただいた林吉男・哲子御夫妻、関係資料の収集に御協力をいただ

いた中村守氏に、謝意を表する次第である。

付記 斎藤家文書の本文については、整理・解読が終了後、石巻古文書の会によって刊行され

る予定である。

(1)斎藤家文書は、現在林哲子氏の所蔵となっている。

(2)「風土記御用書出」村名二付由来 (『宮城県史』 4所収)。

(3)『宮城県史』 4所収。

(4)系 図には貞享 4年 (1687)か らとあるが、確証はない。

(5)鹿股邑の項に「塩倉一」とある。これは、 1棟ではなく、 lヵ 所の意である。

(6)『宮城県史』 4所収の「風土記御用書出」については、原本を見ていないので何とも言

えないが、 8棟記載されている御蔵の内、用途が記されているのは「御塩蔵 西向 長四
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間 幅弐間」のみである。鹿又に御塩蔵が建てられた背景には、御割付塩制の定着と領内

の塩生産量の安定化が考えられ、北上川の舟運と結び付いた鹿又御塩蔵の需給範囲に要す

る塩の量とを考え合わせると、安永 5年 (1776)の時点で塩蔵が 1棟 しかなかったとする

のには無理がある。 したがって「風上記御用書出」の御塩蔵は、御廻蔵のことであろう。

(7)例 えば『宮城県の地名』 (平凡社 日本歴史地名大系 4)な ど。昭和61年発行の『わがま

ち河南の文化財』には、 8棟あったと記されている。

璽

代 数 書 出 斎 藤 家 系 図 生  没  年

元祖

2代

3代

4代

5代

6代

7代

8代

9代

10代

■代

12代

13代

14代

15代

斎 藤 左 近

左 次 兵 衛

左次右衛門

伝 兵 衛

源 右 衛 門

源 右 衛 門

斎藤左近範春

左次右衛門範英

佐治兵衛範氏

佐治右衛門範勝

伝 兵 衛 重 範

源右術開満節

源太右衛門範輔

伝 兵 衛 信 範

佐治右衛門範保

伝 兵 衛 範 尭

養 治 範 久

卯 之 輔 範 通

平

司

清

甚

安

寛永14年～元禄12年

廷宝 3年～享保15年

元禄15年～安永 2年

享保16年～寛政 5年

明和元年～文政 4年

天切7年～嘉永 5年

文政 5年～元治元年

文政12年～明治34年

安政元年～大正 6年

明治14年～昭和24年

明治32年～昭和59年

昭和14年～

1)塩 入日は、牡鹿石巻計立で、 1俵 につき赤穂塩は 3斗 4升、斉田塩は 1■ 7

升～ ,■ 9升 、相馬塩は3斗 1升～3斗 5升 1合である。

入移塩表表

年  月 船  名 船  頭 産塩名 俵数

安永 5 11 長徳丸

他数艘

南部川内四太夫 穂

田

赤

斉

1,200

3,453

安永 7 4

安永 7(月 不明)

岩城や神力丸

尾崎屋天吉丸

堺屋宝□丸

紀州富田屋

大坂富田屋

床屋神社丸

寒風沢万徳丸

床屋惣太郎船

助

門

助

吉

蔵

次

夫

衡

衛右

　

　

　

物
心
太

兵

太

吉

松

与

長

喜

万

吉

穂

田

田

田

穂

穂

田

田

穂

赤

斉

斉

斉

赤

赤

斉

斉

赤

1,150

2,310

2,947

3 462

2,900

1,150

1,400

1,278

100

相馬平吉

筑前大黒丸

大坂国堀屋

大島三之丞

斉田

斉田

斉田

赤穂

斉田

1,600

6,200

2,000

750

2,250

安永 7年計 穂

田

赤

斉

6,050

23,447

安永 7年合計 29,497

安永 9 4 斉 田 12,000

天明 4(月 不明 )

岩城船頭甚五郎

湊 船 頭 久 七

大坂船頭八右衛門

左     平

善  兵  衡

馬

馬

岡

田

馬

田

穂

田

穂

馬

相

相

斉

斉

相

斉

赤

斉

赤

相

1,000

1,148

2,900

399

774

1,189

600

1,067

40

1,025

天明 4年計 穂

田

馬

赤

斉

相

640

5,555

3,947

天明 4年合計 10,142

御塩方御用事記」

注
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表土除去作業



基壇上面の遺構検出状況



礎石根石半裁状況

鵡 雨 墓

基壇南側 トレンチ

Ⅷ 麹

基壇西側 トレンチ堆積土
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